
男女共同参画とは
男女が互いに人権を尊重し、「女性」や「男性」というイメー
ジにあてはめてしまうことなく、一人ひとりが持っている個性
や能力を十分に発揮できる豊かな社会のことです。
「男性は仕事、女性は家庭」という価値観に縛られすぎてはいませんか？
「男だから、女だから」とやりたいことを我慢したり言いたいことが言えな
かったことはありませんか？

日常生活の中で当たり前になってしまっている男女の役割を一度見つ
めなおし、「男女共同参画」について一緒に考えてみましょう！

演題 「気づきから学ぶこと」～アンコンシャスバイアス、男女共同参画～

講師 大分県人権問題講師 赤峯 友子 氏

【湯布院会場】

３月１０日（火）1０時３０分～１１時３０分

湯布院公民館（ラックホール） ３階小ホール

【庄内会場】

３月１７日（火）１０時３０分～１１時３０分

庄内公民館 ２-２会議室

【挾間会場】

３月１７日（火）１３時３０分～１４時３０分

挾間公民館（はさま未来館） ２階小研修室

参加無料、予約も不要です。

問合せ先 人権・部落差別解消推進課 ℡０９７-５８２-１２４４

男女共同参画市民講座
ご案内
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